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   第１章  総則  

 （趣旨）  

第１条  この要綱は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以

下「法」という。）第３８条の６第１項の規定に基づき、札幌市職員

の退職管理に関する条例（平成２７年条例第４８号。以下「条例」

という。）、札幌市職員の退職管理に関する規則（平成２７年人事委

員会規則第１２号）等に定めるもののほか、本市における退職管理

の適正を確保するために必要と認められる措置に関し必要な事項を

定めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。  

 (1) 職員  法第３８条の２第１項に規定する職員  

 (2) 再就職者  法第３８条の２第１項に規定する再就職者  

 (3) 管理職経験職員  本市の課長職以上の職又は札幌市立学校設置

条例（昭和３９年条例第６号）第１条に掲げる学校の校長（幼稚

園の園長を含む。）の職を経験した職員  

 (4) 指定団体  札幌市出資団体の指導調整事務実施要綱（昭和６０

年８月２４日市長決裁）第２条第１項に規定する指定団体  

(5) 定年前再任用短時間勤務の職  法第２２条の４第１項に規定す



る短時間勤務の職  

(6) 管理監督職勤務上限年齢による降任等  法第２８条の２第１項

の規定による他の職への降任又は降給を伴う転任  

(7) 管理監督職勤務上限年齢  札幌市職員の定年等に関する条例

（昭和５８年条例第２７号）第７条に規定する管理監督職勤務上

限年齢管理監督職勤務上限年齢制   

   第２章  再就職者による不正な依頼等に関する届出  

第３条  職員は、再就職者から職務上不正な行為をするように、又は

相当の行為をしないように要求され、又は依頼されたときは、再就

職者不正行為依頼等届出書（様式１）により、速やかに、所属長を

通じて職員部長にその旨を届け出なければならない。ただし、職員

は、当該届出書を所属長を通じて提出することに支障があると認め

る場合は、直接職員部長に提出することができる。  

２  前項の規定は、法第３８条の２第７項の規定による人事委員会へ

の届出がされた場合には適用しない。  

   第３章  管理職経験職員の指定団体への再就職に関する規制  

 （再就職の手続）  

第４条  指定団体から管理職経験職員について当該指定団体への再就

職（報酬、給料その他これらに準ずるもの（賞与その他の手当を含

み、交通費等の実費弁償に相当するものを除く。以下「報酬等」と

いう。）の支払がある場合に限る。）に関する依頼があった場合は、

当該指定団体が行う事務事業を所管する局等の長（教育長を含む。

以下「所管局長」という。）は、当該指定団体に対し、情報提供依頼

書（様式２）を提出するよう求めるものとする。  

２  指定団体から情報提供依頼書の提出を受けた所管局長は、情報提

供依頼通知書（様式３）により、当該指定団体への再就職に関する

依頼があった旨、当該依頼に応じることの適否等を総務局長に通知

するものとする。この場合において、当該依頼に応じることができ

ないときは、その旨を当該指定団体にも通知するものとする。  

３  前項の規定により指定団体からの依頼に応じることが適当である



旨の通知を受けた総務局長は、適任と認められる管理職経験職員（以

下「適任者」という。）に対し、当該指定団体への再就職の希望の有

無を確認するものとする。この場合において、適任者がいないとき

又は全ての適任者が当該指定団体への再就職を希望しないときは、

総務局長はその旨を所管局長に通知し、これを受けた所管局長は当

該指定団体にその旨を通知するものとする。  

４  前項の規定による確認を受けた適任者は、当該指定団体への再就

職を希望する場合は、就職意向書（様式４）を総務局長に提出する

ものとする。  

５  適任者から就職意向書の提出を受けた総務局長は当該適任者の氏

名、所属等を所管局長に通知し、これを受けた所管局長は当該適任

者の氏名、所属等を指定団体に通知するものとする。  

６  適任者は、前各項に定める手続の終了後、指定団体と再就職に係

る諸条件について協議を行うものとする。  

７  適任者は、前項の協議等を経て当該指定団体への再就職者となる

場合は、条例第３条の規定による再就職の届出を行わなければなら

ない。  

８  所管局長は、第３項後段に規定する場合において、本市の退職者

で適任と認められるものがいると判断したときは、同項後段の規定

にかかわらず、その者の同意を得て、その氏名等を当該指定団体に

通知することができる。  

 （就労期間等の規制）  

第５条  再就職者（管理職経験職員であった者であって、当該指定団

体から報酬等の支払を受ける者に限る。次項、第６条第４項及び第

７条において同じ。）のうち指定団体の取締役、監査役、理事、監事

その他の役員（以下「役員」という。）に就任した者は、２年（法令、

定款等の規定により当該役員の任期が定められている場合は、当該

任期。以下この項において同じ。）を超えて在任しないものとする。

ただし、その者の在任期間中における経営実績等を考慮し適当と認

められる場合は、その者が６５歳に達する日の属する年度の末日（法



令、定款等の規定により当該役員の任期が定められている場合は、

同日後最初に到来する役員の選任に係る評議員会、株主総会その他

の会議等の終結の時）まで、２年ごとの在任を継続することができ

るものとする。  

２  前項に定めるもののほか、指定団体への再就職者は、６５歳に達

する日の属する年度の末日を超えて、当該指定団体の地位（管理又

は監督の地位ではない地位で、非常勤（１週間当たりの勤務時間が

常時勤務における勤務時間の４分の３未満であるもの又は１年間の

在職期間が６月以下であるものをいう。以下同じ。）又は臨時のもの

を除く。）に就かないものとする。  

３  前２項の規定にかかわらず、指定団体は、これらの規定により離

職することとなる者（以下「離職予定者」という。）の離職後に引き

続き当該離職予定者が行っていた業務を行う能力、意欲等を有する

者が他に存在しないと認められる場合その他指定団体の業務の運営

上やむを得ないと認められる場合は、総務局長と協議の上、当該離

職予定者を当該協議により定める期間引き続き当該指定団体におい

て就労させることができる。  

４  前項の規定は、同項（この項の規定により準用する場合を含む。）

の協議により定める期間の満了により離職することとなる者につい

て準用する。  

 （報酬等及び退職金等の規制）  

第６条  指定団体への再就職者のうち離職時の職（定年前再任用短時

間勤務の職又は管理監督職勤務上限年齢による降任等をした後の職

を離職した者にあっては、管理監督職勤務上限年齢に到達した日の

属する年度の末日における職。次項において同じ。）が本市の部長職

以上の職であった者が当該指定団体から支払を受ける報酬等の額は、

別表に定める金額を超えないものとする。  

２  指定団体への再就職者のうち離職時の職が本市の課長職又は札幌

市立学校設置条例第１条に掲げる学校の校長（幼稚園の園長を含む。）

の職であった者（次項において「指定団体に再就職した元課長等」



という。）が当該指定団体から支払を受ける報酬等の額は、年間おお

むね５８０万円（非常勤の場合にあっては、年間おおむね２９０万

円）を超えないものとする。  

３  前項の規定にかかわらず、指定団体に再就職した元課長等が当該

指定団体の役員に就任した場合又は２以上の指定団体の地位に就い

た場合において、その者が当該指定団体から支払を受ける報酬等の

額については、その都度、総務局長と協議を行うものとする。  

４  指定団体への再就職者は、当該指定団体から退職金、功労金その

他これらに準ずるもの（所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）

第７３条第１項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済事

業により支払われるもの（当該再就職者に係る当該事業の掛金の額

が最も低い額であった場合に限る。）を除く。）の支払を受けないも

のとする。  

 （兼職の規制）  

第７条  再就職者のうち指定団体の常勤の役員に就任した者は、報酬

等の支払を受けて他の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若し

くは事務を行わないものとする。  

 （協議等）  

第８条  この章に定める事項に関し、指定団体においてその運営上、

この要綱の規定により難い特別な事情がある場合は、本市と当該指

定団体との協議の上、別に取扱いを定めることができる。  

 （管理職経験職員以外の者及び非指定団体に関する取扱い）  

第９条  指定団体は、職員であった者（管理職経験職員であった者を

除く。）を雇用しようとする場合は、第５条から第７条までの規定の

趣旨を考慮するよう努めるものとする。  

２  指定団体以外の本市の出資団体は、職員であった者を雇用しよう

とする場合は、第５条から第７条までの規定の趣旨を考慮するよう

努めるものとする。  

   第４章  雑則  

 （特別職に関する措置）  



第１０条  副市長、教育長、企業管理者その他総務局長が別に定める

特別職の退職管理については、法第３８条の２（第７項を除く。）、

条例（第５条を除く。）、札幌市職員の退職管理に関する規則（第１

３条を除く。）及びこの要綱（第３条を除く。）の規定に準じて行わ

れるものとする。この場合において、当該特別職は、市長の任命に

係る局長職とみなす。  

２  前項の場合において、副市長に係る別表中の金額については、同

項後段の規定及び指定団体の地位にかかわらず、「９，０００千円」

とする。  

 （委任）  

第１１条  この要綱の実施に関し必要な事項は、総務局長が定める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、平成２８年４月１日（以下「施行日」という。）から

施行する。  

 （札幌市職員の再就職に関する取扱要領等の廃止）  

２  札幌市職員の再就職に関する取扱要領（平成１６年３月３１日市

長決裁）及び札幌市職員の再就職に関する取扱要領運用方針（平成

２１年３月２４日総務局長決裁）は、廃止する。  

 （就労期間等の規制に関する経過措置）  

３  施行日の前日において、現に指定団体の地位を有し、又は施行日

以後の指定団体への再就職が決定していた再就職者（離職時の任命

権者が教育委員会であった者であって、当該指定団体から報酬等の

支払を受けるものに限る。）については、平成３３年３月３１日まで

の間は、第５条第２項の規定は適用しないことができる。この場合

において、第９条第１項の規定の適用については、同項中「第５条

から第７条まで」とあるのは、「第６条」とする。  

附  則  

 （施行期日）  



１  この要綱は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施

行する。ただし、第６条第２項及び別表については、令和６年４月

１日から施行する。  

（暫定再任用の職を離職した者に係る経過措置）  

２  地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附

則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項に

規定する職を離職した者に対する第６条第１項の適用については、

同項中「定年前再任用短時間勤務の職又は管理監督職勤務上限年齢

による降任等をした後の職を離職した者にあっては、管理監督職勤

務上限年齢に到達した日の属する年度の末日における職」とあるの

は、「地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）

附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項

に規定する職を離職した者にあっては、これらの職以外の職で直近

のものを離職した時の当該職又は管理監督職勤務上限年齢に到達し

た日の属する年度の末日における職のいずれか上位の職制上の段階

における職」とする。  

（法改正前の再任用の職を離職した者に係る経過措置）  

３  地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）に

よる改正前の法第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項に規定

する職を離職した者に対する第６条第１項の適用については、同項

中「定年前再任用短時間勤務の職又は管理監督職勤務上限年齢によ

る降任等をした後の職を離職した者にあっては、管理監督職勤務上

限年齢に到達した日の属する年度の末日における職」とあるのは、

「地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）に

よる改正前の法第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項に規定

する職を離職した者にあっては、これらの職以外の職で直近のもの

を離職した時の当該職」とする。  

 

 

 



別表  

指 定 団 体  

の 地 位  

 

 

離 職 時 の 職  

社長、副社長、理事

長、副理事長その他

これらに相当する地

位（以下「社長等」

という。）  

専務取締役、常務取

締役、専務理事、常

務理事その他これら

に相当する地位（以

下「専務等」という。） 

社 長 等 及 び 専 務 等 以 外

の 取 締 役 、監 査 役 、理 事 、

監 事 そ の 他 こ れ ら に 相

当 す る 地 位 又 は 当 該 地

位 よ り も 下 位 の 地 位  

局長職  ７，２００千円  ６，７５０千円  ６，３００千円  

部長職  ６，３００千円  ６，２００千円  ６，１００千円  

 備考  

  １  この表の金額は、年額である。  

  ２  指定団体の地位が非常勤である場合は、この表の金額の２分

の１の金額とする。  

  ３  ２以上の指定団体の地位に就いた再就職者が当該指定団体か

ら支払を受ける報酬等の額の合計金額は、それぞれの地位につ

いてこの表に定める金額のうち最も高額なものを超えてはなら

ないものとする。この場合においては、備考２の規定は、適用

しない。  

  ４  専務等の地位にある者が当該指定団体の代表権を有する場合

は、その者が社長等の地位にあるものとみなして、この表を適

用することができる。  

  



様式１  

再就職者不正行為依頼等届出書  

 

年   月   日  

   総務局長  様  

所属長  

 

  再就職者から不正な依頼等を受けましたので、下記のとおり届け

出ます。  

 記  

 

不 正 な 依 頼 等 を

し た 再 就 職 者  

氏名   

勤務先の名称   

勤務先における地位   

離職日     年    月    日  

離職時の職   

不 正 な 依 頼 等 を

受 け た 日 時・場 所  

日時  年   月   日   時   分頃  

場所   

不 正 な 依 頼 等

の内容  

 

 

 

                 （不正な依頼等を受けた職員）  

                  職  ：  

                  氏名：         ○印  

 

 注  札幌市職員の退職管理に関する要綱第３条第１項ただし書の規

定による届出の場合は、「所属長」の部分を二重線で抹消すること。 

 備考  この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使

用することができる。  



様式２  

情報提供依頼書  

年  月  日  

   （宛先）札幌市長  

指定団体の名称  

代表者名  印  

 

  貴市の管理職経験職員を採用したいので、下記のとおり、貴市の

職員に関する情報の提供を依頼します。  

  なお、当該職員の再就職に関しては、貴市における職員の退職管

理に関する法令及び要綱の規定を誠実に遵守します。  

 

記  

 

 １  希望する職員（管理職経験職員）の要件  

 

 

 ２  貴市の管理職経験職員を採用する理由  

 

 

 ３  採用を予定している地位及びその業務内容  

  (1) 地位  

  (2) 業務内容  

 

 ４  その他特記事項  

 

 

 注  別に勤務条件書の提出を求めることがあります。  

 備考  この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使

用することができる。  



様式３  

第   号  

年   月   日  

   総務局長  様  

局長  

 

情報提供依頼通知書  

 

  別添のとおり指定団体から管理職経験職員に関する情報提供依頼

書の提出がありましたので、下記のとおり通知します。  

 

記  

 １  指定団体の名称  

 

 

 ２  指定団体からの依頼に応じることの適否及びその理由  

  □適  □否  

  （理由）  

 

 

 

 ３  その他特記事項  

 

 

 

 備考  この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使

用することができる。  

  



様式４  

就職意向書  

年   月   日  

   総務局長  様  

所属・職  

氏名   ○印  

 

  私は、本市を退職した後、下記の指定団体へ再就職することを希

望いたします。  

  再就職に当たっては、職員の退職管理に関する法令及び要綱の規

定を誠実に遵守いたします。  

 

記  

 １  指定団体の名称  

 

 

 ２  当該指定団体における地位  

 

 

 ３  就職年月日  

       年    月    日  

 

 備考  この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使

用することができる。  

 


